
   静岡市介護相談員の公募による選考結果開示事務取扱要綱 

 静岡市介護相談員の公募による選任に関する選定結果開示事務取扱要綱（平成17年９月１日

施行）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、静岡市介護相談員の公募による選考の公平性及び客観性を確保し、応募

者の当該選考への理解を深めることを目的として行う応募者本人の選考結果（以下「選考結

果」という。）の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （開示の対象とする情報） 

第２条 開示の対象とする選考結果は、満点の点数、総合得点及び順位とする。 

 （請求の方法） 

第３条 選考結果の開示の請求は、選考結果の発表の日から１箇月以内に、必要事項を記載し

た選定結果開示請求書（別記様式）を市長に提出して行わなければならない。 

 （本人確認の方法） 

第４条 市長は、前条の規定による請求があったときは、運転免許証、旅券、学生証その他の

顔写真付きの身分証明書（以下これらを「身分証明書」という。）の提示を求め、請求者が応

募者本人であることを確認するものとする。ただし、身分証明書を持参していない者につい

ては、公の機関が発行した２種類以上の文書をもって、本人であることを確認するものとす

る。 

 （開示の方法） 

第５条 市長は、前条の規定による確認後、選考結果を開示するものとし、その方法は、請求

者に対し選考結果を表示した書面を閲覧させる方法により行うものとする。 

２ 選考結果については、写し等の交付は行わないものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 



別記様式（第３条関係） 

 

選考結果開示請求書 

 

 （あて先）静岡市長 

 

  年  月  日 

 

 

    年度静岡市介護相談員の公募による選考結果の開示について、次のとおり請求し

ます。 

 

開示請求の内容 総合得点及び順位 

氏  名  

住  所  

（注）該当する□欄にレ点を付し、各欄に必要事項を記入してください。 

 

 

 

（事務処理欄） 

本人確認 
□ 運転免許証   □ 旅券   □ 学生証 

□ その他（               ） 

備  考  

 


